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あなたの持っていらっしゃる
土地、使いたい土地はどんな
土地ですか?

周りの土地と一体的に、
協調して利用することが
できますか?

建築の敷地として使う、
使い続けるつもりのある
土地ですか?

区画整理事業等により沿
道地区全体での整備、土
地利用促進の動向が有り
ますか?

現道に接している
土地と一体的に協
調して利用するこ
とができますか?

現道(幅員4m以上)
に接道しています
か?

　大部分が都市
計画道路の計画
区域内にあって、
道路の整備後に
沿道に残る土地
は狭くて使えな
い。

　都市計画道路の区域内の建築は
制限されていますが軽易な建築に
ついては規制の対象外であり許可
されます。

都市計画施設の区域内の建築許可

公共用地の先買い制度

　100㎡以上の土地の譲渡にあたっての「届出制度」、買取り
の「申出制度」があり、公共用地として必要なものについては
買取り協議が行われます。買取られた土地の譲渡所得税につい
ては 特別控除が受けられる場合があります。

通路・公共的空間の維持管理に係る助成制度（提案）

地区計画制度や協定等により、一般の用に供することが定め
られた通路・公共的空間等については、その維持管理費相当を
市が負担する制度を提案します。

道路形態・機能を有する土地の固定資産税等非課税措置制度

　道路形態を持つ広く一般の用に供される空地については、
固定資産税が非課税になる場合があります

　都市計画道路の区域内の土地の
固定資産税の評価額は減価されて
います。

都市計画道路予定地の区域内の
　　　　　　宅地の評価補正制度

誘導容積型地区　　
　　　　　計画制度

　都市計画道路や区画
道路等の整備（空間の
確保）を条件として、
現状で使える容積率よ
り高い容積率で沿道の
敷地の建築ができるよ
うにして、道路の整備
と土地の有効利用の促
進を図る地区計画を計
画決定し運用する制度
があります。

連担建築物設計制度

　都市計画道路の区域内外の複数 の土地を
一団の建築敷地とみなして、都市計画区域内
に通路を設けたり建築を抑制する代わりに計
画道路の沿道の土地で高い容積率の建築を認
める制度があります。

建築敷地の接道要件の緩和許可制度

　都市計画道路の区域内に現道に通じ
る通路を設けることにより、都市計画
道路の沿道のそこだけでは接道してい
ない土地で建築が許可される場合があ
ります。

「計画道路」を前面道路とみなす　
　　　　　　　　　建築の許可制度

　都市計画道路の区域内に通路や空地
を設けることにより、沿道の土地で「計
画道路」を前面道路とみなした容積率
での建築が許可される制度があります。

　都市計画道路
の区域の内外に
またがる土地で
道路の整備後に
沿道にある程度
の広さ土地が残
り、建築敷地な
どに使える。
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あなたの土地は…

土地区画整理事業等の事業実施の可能性の高い地区では…

土地の売却の意志
がある場合には…

道路・通路等の公開
された空地としても
よい場合には…

各制度で確保された
道路状の空地には…

土地区画整理事業等の事業実施の必要性の高い地区では…

沿道地区全体で計画的なまち
づくりに取り組む場合には…
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都市計画道路

地区計画(地区整備計画)の区域

個別敷地

都市計画道路区域・地区施設
の区域における空地の確保

空地・通路の確保を前提に目標
容積率の適用を受けて高度利用
をされる沿道建築物

暫定容積率の適用を受ける建築
物及び既存建築物
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様々な土地利用が混在し、
　　　　地権者の意向も異なります

都市計画道路空間確保誘導方策は、
　３つの視点からの検討が重要です

　沿道地区の状況を的確に把握し、実行性のあ
る誘導方策を定めていく必要があります。

敷地タイプによる都市計画道路空間確保のための土地利用誘導方策イメージ
沿道の土地利用や意向に応じて、次のような誘導方策を展開していくことが考えられます…

《制度の視点》

《地元の視点》

《行政の視点》

地権者のメリット
セットバックの動機付け

良好な市街地形成
土地利用の合理性

地区計画制度
建築の許可や緩和の制度

独自の制度

都市計画道路空間確保誘導方策の確立

例えば

　都市計画道路
の沿道の宅地を
類型化します


